
⻄ 原 町 都 市 計 画 の 提 案 手 続 に 関 す る 要 綱  
(趣 旨 ) 

第 １ 条  こ の 告 示 は 、都 市 計 画 法 (昭 和 43 年 法 律 第 100 号 。以 下「 法 」と
い う 。 )第 21 条 の 2 か ら 第 21 条 の 5 ま で の 規 定 に 基 づ き 、 町 へ 都 市 計
画 の 決 定 又 は 変 更 の 提 案 を 行 う 手 続 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の
と す る 。  
(定 義 ) 

第 2 条  こ の 告 示 に お い て 、次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、当 該 各 号 に
定 め る と こ ろ に よ る 。  
(1) 計 画 提 案  法 第 21 条 の 2 の 規 定 に よ り 、 町 に 提 案 さ れ る 都 市 計 画

の 決 定 又 は 変 更 の 案 を い う 。  
(2) 都 市 計 画 の 案  都 市 計 画 の 決 定 又 は 変 更 に 当 た り 、⻄ 原 町 都 市 計 画  

審 議 会 (以 下 「 都 市 計 画 審 議 会 」 と い う 。 )に 付 議 又 は 諮 問 を 行 う た め
に 、 町 ⻑ が 作 成 す る 都 市 計 画 の 案 を い う 。  

(3) 土 地 所 有 者 等  法 第 21 条 の 2 第 1 項 に 規 定 す る 土 地 所 有 者 等 を い
う 。  

(4) 周 辺 住 ⺠ 等  計 画 提 案 の 対 象 と な る 区 域 (以 下 「 計 画 提 案 区 域 」 と
い う 。 )に 近 接 す る 建 築 物 の 所 有 者 及 び そ の 居 住 者 (当 該 建 築 物 が な い
場 合 は 、計 画 提 案 区 域 に 近 接 す る 土 地 の 所 有 者 及 び そ の 利 用 者 )そ の 他
の 近 接 関 係 者 を い う 。  

２  前 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、こ の 告 示 に お い て 使 用 す る 用 語 は 、法 及
び 都 市 計 画 法 施 行 令 (昭 和 44 年 政 令 第 158 号 )に お い て 使 用 す る 用 語 の
例 に よ る 。  
(事 前 相 談 ）  

第 3 条  計 画 提 案 を 行 お う と す る 者 (以 下 「 計 画 提 案 者 」 と い う 。 )は 、 当
該 計 画 提 案 の 内 容 等 に つ い て 、 町 ⻑ に 都 市 計 画 提 案 事 前 相 談 書 (様 式 第
１ 号 )を 提 出 し 、 事 前 相 談 を す る も の と す る 。  

２  町 ⻑ は 、前 項 の 規 定 に よ る 相 談 が あ っ た と き は 、 都 市 計 画 に 関 す る 情
報 の 提 供 等 必 要 な 支 援 を 行 う も の と す る 。  

３  町 ⻑ は 、必 要 が あ る と 認 め る と き は 、計 画 提 案 の 内 容 等 に つ い て 沖 縄
県 そ の 他 の 関 係 行 政 機 関 と 事 前 調 整 を 行 う も の と す る 。  

４  計 画 提 案 者 は 、計 画 提 案 の 区 域 内 の 土 地 所 有 者 等 及 び 区 域 外 の 周 辺 住
⺠ 等 に 対 し て 計 画 提 案 の 内 容 等 を ⼗ 分 に 説 明 し 、理 解 を 得 る よ う に 努 め
る も の と す る 。  
(都 市 計 画 の 提 案 ）  



第 4 条  計 画 提 案 者 は 、次 に 掲 げ る 書 類 に 別 表 に 掲 げ る 計 画 提 案 を 添 付 し
て 都 市 計 画 の 提 案 を す る も の と す る 。  
(1) 都 市 計 画 提 案 書 (様 式 第 ２ 号 ) 
(2) 計 画 提 案 者 の 提 案 要 件 を 証 す る 書 類  
(3) 土 地 所 有 者 等 同 意 状 況 一 覧 表 (様 式 第 ３ 号 ) 
(4) 土 地 所 有 者 等 の 同 意 書 (様 式 第 ４ 号 ) 
(5) 計 画 提 案 の 対 象 と な る 土 地 の 区 域 に 係 る 地 図 (不 動 産 登 記 法 (平 成

16 年 法 律 第 123 号 )第 14 条 の 地 図 を い う 。 )又 は 当 該 地 図 に 準 ず る 図
面 の 写 し  

２  前 項 第 ４ 号 に 掲 げ る 土 地 所 有 者 等 の 同 意 書 は 、権 利 者 の 登 記 が 完 了 し
て い な い 場 合 に は 、当 該 権 利 関 係 を 証 明 す る に 足 り る 書 類 を 併 せ て 提 出
す る も の と す る 。  

３  町 ⻑ は 、都 市 計 画 の 決 定 又 は 変 更 を す る 必 要 性 を 判 断 す る た め に 必 要
と 認 め る と き は 、 計 画 提 案 者 に 次 の 資 料 の 提 出 を 求 め る も の と す る 。  
(1) 周 辺 環 境 等 へ の 影 響 の 検 討 に 関 す る 資 料 (様 式 第 ５ 号 ) 
(2) 周 辺 住 ⺠ 等 へ の 説 明 の 経 緯 に 関 す る 資 料 (様 式 第 ６ 号 ) 
(3) 前 ２ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 提 案 内 容 の 説 明 に 必 要 な 資 料  

４  町 ⻑ は 、 計 画 提 案 が 法 第 21 条 の ２ 第 ３ 項 に 規 定 す る 提 案 要 件 に 適 合
し て い な い と 判 断 す る 場 合 に は 、速 や か に 、当 該 計 画 提 案 者 に 計 画 提 案
の 補 正 を 求 め 、又 は 提 案 要 件 不 適 合 に よ り 都 市 計 画 の 決 定 又 は 変 更 を す
る こ と が で き な い こ と を 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  
(土 地 所 有 者 等 の 同 意 要 件 ）  

第 ５ 条  町 ⻑ は 、 法 第 21 条 の ２ 第 ３ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 土 地 所 有 者 等 の
同 意 に つ い て 、次 に 掲 げ る 基 準 に よ り 必 要 な 同 意 要 件 を 算 定 す る も の と
す る 。  
(1) 計 画 提 案 の 対 象 と な る 土 地 (国 又 は 地 方 公 共 団 体 の 所 有 し て い る 土

地 で 公 共 施 設 の 用 に 供 さ れ て い る も の を 除 く 。以 下 同 じ 。)の 区 域 内 の
土 地 に つ い て 所 有 権 又 は 建 物 の 所 有 を 目 的 と す る 対 抗 要 件 を 備 え た 地
上 権 若 し く は 賃 借 権 (以 下 「 賃 借 権 」 と い う 。 )を 有 す る 者 の ３ 分 の ２
以 上 の 同 意 (同 意 し た 者 が 所 有 す る そ の 区 域 内 の 土 地 の 地 積 と 同 意 し
た 者 が 有 す る 借 地 権 の 目 的 と な っ て い る そ の 区 域 内 の 土 地 の 地 積 の 合
計 が 、 そ の 区 域 内 の 土 地 の 総 地 積 と 借 地 権 の 目 的 と な っ て い る 土 地 の
総 地 積 と の 合 計 の ３ 分 の ２ 以 上 と な る 場 合 に 限 る 。 )を 得 て い る こ と 。 

(2) 一 筆 の 土 地 に つ い て 複 数 の 権 利 者 が い る 場 合 に は 、そ れ ぞ れ の 権 利
者 の 共 有 持 分 に 応 じ た 地 積 を 当 該 権 利 者 の 同 意 す る 地 積 と み な す こ と 。 



(計 画 提 案 者 に 対 す る 協 力 要 請 ) 
第 6 条  町 ⻑ は 、計 画 提 案 者 に 対 し 、第 4 条 に 掲 げ る 書 類 以 外 の 関 係 書 類

等 提 出 そ の 他 必 要 な 協 力 を 求 め る こ と が で き る 。  
(計 画 提 案 の 取 下 げ ) 

第 7 条  計 画 提 案 者 が 計 画 提 案 を 取 り 下 げ る 場 合 は 、 取 下 げ 届 (様 式 第 7
号 )を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  計 画 提 案 者 が 提 出 し た 都 市 計 画 の 提 案 の 内 容 に つ い て 修 正 す る と き
は 、原 則 と し て 取 下 げ 届 を 提 出 し 、計 画 提 案 を 取 り 下 げ た 後 、改 め て 提
出 し な け れ ば な ら な い 。  
(判 断 の 基 準 ) 

第 8 条  町 ⻑ は 、計 画 提 案 に つ い て 次 に 掲 げ る 基 準 に 基 づ き 総 合 的 な 検 討
を 行 い 、 法 第 21 条 の ３ に 規 定 す る 都 市 計 画 の 決 定 又 は 変 更 の 必 要 性 を
判 断 す る も の と す る 。  
(1) 法 第 13 条 に 規 定 す る 都 市 計 画 基 準 そ の 他 都 市 計 画 に 関 し て 定 め ら

れ て い る 法 令 の 基 準  
(2) 都 市 計 画 運 用 指 針 (平 成 12 年 12 月 28 日 建 設 省 都 計 発 第 92 号 ) 
(3) 町 の ま ち づ く り に 関 す る 計 画 方 針  
(4) 沖 縄 県 の ま ち づ く り に 関 す る 計 画 方 針  
(5) 計 画 提 案 の 区 域 内 の 土 地 所 有 者 等 と の 調 整 状 況  
(6) 計 画 提 案 の 区 域 外 の 周 辺 住 ⺠ 等 と の 調 整 状 況  
(7) 計 画 提 案 の 区 域 内 外 の 環 境 へ の 影 響  
(8) 早 期 事 業 化 の 実 現 性  
(意 見 聴 取 及 び 審 査 ) 

第 9 条  町 ⻑ は 、前 条 の 規 定 に よ り 計 画 提 案 の 検 討 を す る と き は 、あ ら か
じ め 当 該 計 画 提 案 に 関 係 す る 行 政 機 関 の 意 見 を 聴 く も の と す る 。  

２  町 ⻑ は 、必 要 と 認 め る と き は 、⻄ 原 町 都 市 計 画 提 案 審 査 委 員 会 (以 下「 委
員 会 」 と い う 。 )に お い て 計 画 提 案 を 踏 ま え た 都 市 計 画 の 決 定 又 は 変 更
の 必 要 性 を 審 査 さ せ る も の と す る 。  

３  委 員 会 は 、 次 に 掲 げ る 者 を も っ て 構 成 す る 。  
(1) 副 町 ⻑  
(2) 総 務 部 ⻑  
(3) 建 設 部 ⻑   
(4) 福 祉 部 ⻑  
(5) 教 育 部 ⻑  
(6) 総 務 課 ⻑  



(7) 企 画 財 政 課 ⻑  
(8) 生 活 環 境 安 全 課 ⻑  
(9) 土 ⽊ 課 ⻑  
(10) 都 市 整 備 課 ⻑  
(11) 都 市 整 備 課 主 幹  
(12) 産 業 観 光 課 ⻑  
(13) 産 業 観 光 課 主 幹  
(14) 上 下 ⽔ 道 課 ⻑  
(15) そ の 他 委 員 会 が 必 要 と 認 め る 課 等 (⻄ 原 町 行 政 組 織 に 関 す る 規 則

(平 成 22 年 ⻄ 原 町 規 則 第 3 号 )第 ２ 条 に 規 定 す る 課 等 を い う 。 )の ⻑  
４  委 員 会 に 会 ⻑ 及 び 副 会 ⻑ を 置 き 、会 ⻑ は 副 町 ⻑ を も っ て 充 て 、副 会 ⻑

は 総 務 部 ⻑ を も っ て 充 て る 。  
５  会 ⻑ は 、 会 務 を 総 理 し 、 委 員 会 を 代 表 す る 。  
６  副 会 ⻑ は 、 会 ⻑ を 補 佐 し 、 会 ⻑ に 事 故 が あ る と き 、 又 は 会 ⻑ が ⽋ け た

と き は 、 そ の 職 務 を 代 理 す る 。  
(計 画 提 案 の 採 用 ) 

第 10 条  町 ⻑ は 、 計 画 提 案 の 内 容 の 全 部 又 は 一 部 を 採 用 す る べ き と 判 断
し た と き は 、当 該 計 画 提 案 の 内 容 を 実 現 す る た め の 都 市 計 画 の 案 を 作 成
し 、 都 市 計 画 の 決 定 又 は 変 更 手 続 を 行 う も の と す る 。  

２  町 ⻑ は 、前 項 の 都 市 計 画 の 案 を 作 成 し た と き は 、 都 市 計 画 の 案 の 作 成
通 知 書 (様 式 第 8 号 )に よ り 、 計 画 提 案 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

３  前 項 の 通 知 を 受 け た 計 画 提 案 者 は 、町 ⻑ の 作 成 し た 都 市 計 画 の 案 に 対
し て 町 ⻑ の 指 定 す る 日 ま で に ⾃ ⼰ の 意 見 を 書 面 で 提 出 す る こ と が で き
る 。  

４  町 ⻑ は 、 作 成 し た 都 市 計 画 の 案 を 都 市 計 画 審 議 会 に 付 議 す る と き は 、
当 該 計 画 提 案 及 び 前 項 の 計 画 提 案 者 か ら の 意 見 書 を 併 せ て 都 市 計 画 審
議 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 計 画 提 案 の 不 採 用 ）  
第 11 条  町 ⻑ は 、 計 画 提 案 の 内 容 の 全 部 を 採 用 す る こ と が で き な い と 判

断 す る と き は 、 都 市 計 画 提 案 の 検 討 経 過 通 知 書 (様 式 第 9 号 )に よ り 当 該
計 画 提 案 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 通 知 を 受 け た 計 画 提 案 者 は 、町 ⻑ の 指 定 す る 日 ま で に ⾃ ⼰ の 意
見 を 書 面 で 提 出 す る こ と が で き る 。  

３  町 ⻑ は 、不 採 用 と 判 断 す る 計 画 提 案 に つ い て 、当 該 計 画 提 案 及 び 前 項
の 計 画 提 案 者 意 見 書 並 び に 町 ⻑ の 採 用 す る こ と が で き な い と 判 断 す る



理 由 書 を 都 市 計 画 審 議 会 に 提 出 し 、 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。  
４  町 ⻑ は 、前 項 の 規 定 に よ り 都 市 計 画 審 議 会 の 意 見 を 聴 い た 結 果 、計 画

提 案 に つ い て 採 用 し な い こ と が 適 当 で な い と 判 断 し た と き は 、計 画 提 案
の 採 否 に つ い て 再 度 検 討 す る も の と す る 。  

５  町 ⻑ は 、第 ３ 項 の 規 定 に よ り 都 市 計 画 審 議 会 の 意 見 を 聴 い た 結 果 、 計
画 提 案 を 踏 ま え た 都 市 計 画 の 決 定 又 は 変 更 を す る 必 要 が な い と 判 断 し
た と き は 、 都 市 計 画 提 案 の 不 採 用 決 定 通 知 書 (様 式 第 10 号 )に よ り 、 当
該 計 画 提 案 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  
(公 表 等 ) 

第 12 条  町 ⻑ は 、 第 ３ 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 事 前 相 談 が あ っ た と き は 、
都 市 計 画 提 案 事 前 相 談 書 及 び そ の 添 付 資 料 を 都 市 整 備 課 に お い て 閲 覧
に 供 し 、 ホ ー ム ペ ー ジ で 公 表 す る も の と す る 。  

２  町 ⻑ は 、計 画 提 案 の 提 出 を 受 け た と き は 、計 画 提 案 を 採 用 す る 場 合 に
あ っ て は 都 市 計 画 の 決 定 又 は 変 更 の 告 示 日 ま で 、不 採 用 の 場 合 に あ っ て
は 前 条 第 ５ 項 の 通 知 を 行 う 日 ま で 、都 市 計 画 提 案 書 及 び 計 画 提 案 に つ い
て 、都 市 整 備 課 に お い て 閲 覧 に 供 し 、ホ ー ム ペ ー ジ で 公 表 す る も の と す
る 。  

３  前 ２ 項 の 規 定 に よ る 公 表 等 を 行 う 場 合 に お い て 、⻄ 原 町 情 報 公 開 条 例
(平 成 12 年 ⻄ 原 町 条 例 第 1 号 )第 ７ 条 各 号 に 該 当 す る 情 報 は 、 公 表 し な
い 。  

４  第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 公 表 が あ っ た と き は 、町 ⺠ 及 び 利 害 関
係 ⼈ は 、公 表 さ れ た 計 画 提 案 に つ い て 、町 ⻑ の 指 定 す る 日 ま で に 町 に 意
見 書 を 提 出 す る こ と が で き る 。  

５  町 ⻑ は 、計 画 提 案 を 採 用 す る 場 合 は 都 市 計 画 の 決 定 又 は 変 更 の 告 示 後
に 、不 採 用 の 場 合 は 前 条 第 ５ 項 の 通 知 後 に 、計 画 提 案 、町 ⻑ の 判 断 及 び
そ の 理 由 を ホ ー ム ペ ー ジ で 公 表 す る も の と す る 。  
(補 則 ) 

第 13 条  こ の 告 示 に 定 め る も の の ほ か 、 計 画 提 案 の 手 続 に 関 し 必 要 な 事
項 は 、 町 ⻑ が 別 に 定 め る 。  

附  則  
 こ の 告 示 は 、 公 表 の 日 か ら 施 行 す る 。  
 
別 表 (第 ４ 条 関 係 ) 計 画 提 案  

図 書 の 種 類  明 示 す べ き 事 項  



計 画 書  
都 市 計 画 の 種 類 、 名 称 、 位 置 及 び 区 域 等 を 明 示 し 、 計
画 提 案 の 内 容 を 説 明 す る も の  

総 括 図  
⻄ 原 町 都 市 計 画 図 (縮 尺 ２ 万 分 の １ )に 計 画 提 案 に 係 る
都 市 計 画 の 位 置 及 び 区 域 を 明 示 し た も の  

計 画 図  
⻄ 原 町 基 本 図 (縮 尺 ２ 千 ５ 百 分 の １ )に 計 画 提 案 に 係 る
都 市 計 画 を 明 示 し た も の  

参 考 図  
新 旧 対 照 図 、 施 設 平 面 図 、 断 面 図 そ の 他 町 ⻑ が 必 要 と
認 め る 図 面  

 
 
  



様 式 第 1 号 (第 3 条 関 係 ) 
年   月   日  

⻄ 原 町 ⻑     殿  
相 談 者  住  所               

氏  名             印  
（ 連 絡 先    ―    ―     ）  

 
都 市 計 画 提 案 事 前 相 談 書  

都 市 計 画 提 案 を し よ う と す る 区 域 の 情 報  
区 域 の 場 所   
面 積  ｈ ａ≧0.5ｈａ  
筆 数   
土 地 所 有 者 数   

現 在 の 都 市 計 画  

区 域 区 分 ：  市 街 化 区 域  ・  市 街 化 調 整 区 域  
用 途 地 域 ：  
建 蔽 率 ：     ％    容 積 率 ：     ％  
高 度 地 区 ：  
都 市 施 設 ：  
そ の 他 の 制 限 ：  

 
都 市 計 画 提 案 の 内 容  

都 市 計 画 提 案 (変 更 ・
決 定 )の 内 容  

 

本 提 案 の ま ち づ く り
に お け る 意 義 (効 果 ) 

 

土 地 所 有 者 等 及 び 関
係 機 関 と の 協 議 状 況  

 

提 案 の 実 現 に よ り 、公
共 の 福 祉 に 寄 与 す る
こ と が で き る 事 項  

 

※ 相 談 者 が 、 法 ⼈ そ の 他 の 団 体 の 場 合 は 、 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 、 名 称 及 び 代 表 者
の 氏 名 を 記 載 し て く だ さ い 。  

※ 添 付 書 類 (１ )位 置 図 、(２ )都 市 計 画 図 (写 し )、(３ )土 地 利 用 計 画 図 、(４ )公 図 及 び
(５ )そ の 他 町 ⻑ が 必 要 と 認 め る 書 類  



様 式 第 2 号 (第 4 条 関 係 ) 
年   月   日  

⻄ 原 町 ⻑     殿  
提 案 者  住  所               

氏  名             印  
（ 連 絡 先    ―    ―     ）  

 
都 市 計 画 提 案 書 

都 市 計 画 法 第 21 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 都 市 計 画 の 決 定 又 は 変 更 に つ い て 提
案 を し ま す 。  

提 案 に 係 る 都 市 計 画  
 

提 案 に 係 る 土 地 の 区
域  

 

提 案 に 係 る 区 域 の 面
積  

［ 実 測 ］      ㎡     ［ 公 簿 ］      ㎡  

提 案 す る 都 市 計 画 の
内 容  

 

提 案 す る 理 由  

 

 
※  提 案 者 が 団 体 の 場 合 は 、 団 体 の 事 務 所 所 在 地 、 名 称 及 び 代 表 者 名 を 記 入 す る こ

と 。  
ま た 、団 体 の 定 款 、名 簿 及 び 法 ⼈ 登 記 の 登 記 事 項 証 明 書 (交 付 後 ３ か 月 以 内 の も

の )を 添 付 す る こ と 。  



(裏 面 ) 
計 画 提 案 者 の 提 案 要 件 を 証 す る 書 類  
土 地 所 有 者 等 (法 第 21 条 の ２ 第 １ 項 ) 
・ 不 動 産 登 記 事 項 証 明 書  

特 定 非 営 利 活 動 法 ⼈ (法 第 21 条 の ２ 第 ２ 項 ) 
・ 法 ⼈ 登 記 事 項 証 明 書  

⺠ 法 (明 治 29 年 法 律 第 89 号 )第 34 条 の 法 ⼈ (法 第 21 条 の ２ 第 ２ 項 ) 
・ 法 ⼈ 登 記 事 項 証 明 書  

都 市 再 生 機 構 (独 立 行 政 法 ⼈ 都 市 再 生 機 構 法 (平 成 15 年 法 律 第 100 号 )第 15 条 ) 
・ 法 ⼈ 登 記 事 項 証 明 書  

 
 
  



様 式 第 3 号 (第 4 条 関 係 ) 
土 地 所 有 者 等 同 意 状 況 一 覧 表 

① 権 利 の 種 類 ： 土 地 所 有 権  

所 在 他 及 び 地 番  地 目  
地 積  

（ ㎡ ）  
土 地 所 有 者 等 の 住 所 及 び 氏 名  

共 有 持 分 及

び そ れ に 対

応 す る 面 積  

同 意

の  

有 無  

      
      
全 体 合 計  筆         ㎡         ⼈   

同 意 者 計  筆         ㎡         ⼈   

 
② 権 利 の 種 類 ： 建 物 の 所 有 を 目 的 と す る 対 抗 要 件 を 備 え た 地 上 権  

所 在 他 及 び 地 番  地 目  
地 積  

（ ㎡ ）  
土 地 所 有 者 等 の 住 所 及 び 氏 名  

共 有 持 分 及

び そ れ に 対

応 す る 面 積  

同 意

の  

有 無  

      
      
全 体 合 計  筆         ㎡         ⼈   

同 意 者 計  筆         ㎡         ⼈   

 
③ 権 利 の 種 類 ： 建 物 の 所 有 を 目 的 と す る 対 抗 要 件 を 備 え た 賃 借 権  

所 在 他 及 び 地 番  地 目  
地 積  

（ ㎡ ）  
土 地 所 有 者 等 の 住 所 及 び 氏 名  

共 有 持 分 及

び そ れ に 対

応 す る 面 積  

同 意

の  

有 無  

      

      
全 体 合 計  筆         ㎡         ⼈   

同 意 者 計  筆         ㎡         ⼈   

 
 筆 数  地 積  ⼈ 数  備 考  

権 利 者 全 体  筆  ㎡  ⼈  ① 〜 ③ の 合 計  

3 分 の 2 の 数  筆  ㎡  ⼈  権 利 者 全 体 に 対 す る 2/3 

同 意 者 合 計  筆  ㎡  ⼈  ① 〜 ③ の 合 計  

  



様 式 第 4 号 (第 4 条 関 係 ) 
土 地 所 有 者 等 の 同 意 書 

都 市 計 画 法 第 21 条 の 2 の 規 定 に よ る 都 市 計 画 の 決 定 又 は 変 更 に つ い て 、(提 案 者
氏 名 )の 計 画 提 案 に 同 意 し ま す 。  

な お 、 提 案 者 か ら 計 画 提 案 に つ い て 説 明 を 受 け 、 了 解 を し ま し た 。  
 

年   月   日  
 

同 意 者 ： 住  所  
 

氏  名                  印  
（ 連 絡 先  −      −      ） 

 
所 在 地  沖 縄 県 中 頭 郡 ⻄ 原 町  

 

地 目   

 

地 積   

 

権 利 の 種 類   

 

共 有 持 分  ① 持 分 割 合  

② 持 分 面 積  

 
【 注 意 】  
※  土 地 所 有 者 等 の 同 意 書 に は 、 一 筆 ご と に 当 該 土 地 に 係 る 権 利 の 種 類 並 び に 当 該

権 利 を 有 す る 者 の 住 所 、氏 名 及 び 連 絡 先 を 明 記 し 、当 該 権 利 者 が 押 印 す る こ と 。  
※  権 利 者 本 ⼈ の ⾃ 筆 に よ る 署 名 を す る こ と 。  
※  同 意 者 が 法 ⼈ の 場 合 は 、 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 、 名 称 及 び 代 表 者 氏 名 を 記 載 す

る こ と 。  
※  同 意 者 の 住 所 及 び 氏 名 は 、不 動 産 登 記 と 一 致 す る こ と (権 利 者 の 登 記 が 完 了 し て

い な い 場 合 は 、 当 該 権 利 関 係 を 証 明 す る に 足 り る 書 類 を 添 付 す る こ と 。 )。  
※  共 有 名 義 の 場 合 は 、 共 有 持 分 欄 に 持 分 割 合 及 び 当 該 割 合 に 応 じ た 持 分 面 積 を 記

載 す る こ と 。  



様 式 第 5 号 (第 4 条 関 係 ) 
周辺環境等への影響の検討に関する資料 

提 案 者 
住 所  
氏 名  

提 案 に 係 る 都 市 計
画  

 

提 案 日       年     月     日  
 

項   目  検 討 し た 内 容 (提 案 の 実 現 に よ る 影 響 及 び 対 策 ) 

⾃

然

環

境 

① 大 気   
② 騒 音   
③ 振 動   
④ ⽔ 質   
⑤ 地 形 及 び 地 質   
⑥ 日 照   

生
体
系 

① 動 物   
② 植 物   
③ そ の 他 の 生 態
系  

 

生

活

環

境 

① 景 観   
② 日 照   
③ 風 害   
④ 電 波   
⑤ 交 通   
⑥ ⽔ 道   
⑦ 下 ⽔ 道   
⑧ 公 園 等   
⑨ 廃 棄 物 等   
⑩ そ の 他   

 
  



様 式 第 6 号 (第 4 条 関 係 ) 
周辺住⺠等への説明の経緯に関する資料 

提 案 者 
住 所  
氏 名  

提 案 に 係 る 都 市 計 画   
提 案 日       年     月     日  
 

説 明 会 の 開 催 日 時  
    年    月    日    曜 日  
［ 開 始 ］午 前 ･午 後   時   分［ 終 了 ］午 前 ･午 後    時   分   

説 明 会 の 開 催 場 所   
出 席 者 数   
説 明 の 概 要   

質 疑 応 答 、 出 席 者

意 見 等  
 

出 席 者 意 見 に 対 す

る 対 応 方 針  
 

※ 説 明 会 を 複 数 回 開 催 し た と き は 、 説 明 会 ご と に 資 料 を 作 成 す る こ と 。  
※ 説 明 会 等 で 使 用 し た 説 明 資 料 を 添 付 す る こ と 。  



様 式 第 7 号 (第 7 条 関 係 ) 
年   月   日  

 
 

⻄ 原 町 ⻑     殿  
提 案 者  住  所               

氏  名             印  
（ 連 絡 先    ―    ―     ）  

 
 

取 下 げ 届  
 
 

年   月   日 に 提 出 し た 都 市 計 画 提 案 書 に つ い て は 下 記 の 理 由 に よ り 取 り 下
げ ま す 。  
 
 

記  
 
 
１  提 案 に 係 る 都 市 計 画  
 
 
２  提 案 に 係 る 土 地 の 区 域  
 
 
３  理 由  
 
 
 
 
 
 
 
 



様 式 第 8 号 (第 10 条 関 係 ) 
 

年    月    日  
 

提 案 者            様  
⻄ 原 町 ⻑     印  
 

都 市 計 画 の 案 の 作 成 通 知 書 
年    月    日 付 け で 御 提 出 い た だ き ま し た 計 画 提 案 に 基 づ き

都 市 計 画 の 決 定 又 は 変 更 の 案 を 作 成 し ま し た の で 、 お 知 ら せ し ま す 。  
な お 、 こ の 都 市 計 画 の 決 定 又 は 変 更 の 案 は ⻄ 原 町 都 市 計 画 審 議 会 へ 付 議 又 は 諮 問

さ れ ま す の で 、 提 案 者 か ら 御 意 見 が ご ざ い ま し た ら 、     年    月    日
ま で に 書 面 に て 御 提 出 く だ さ る よ う お 願 い い た し ま す 。  
 

 
１  都 市 計 画 の 決 定 又 は 変 更 の 内 容  
 
 
 
 
 
 
 
２  決 定 又 は 変 更 を 行 う 理 由  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

担 当 ：  



様 式 第 9 号 (第 11 条 関 係 ) 
 

年    月    日  
 

提 案 者            様  
⻄ 原 町 ⻑     印  
 

都 市 計 画 提 案 の 検 討 経 過 通 知 書 
年    月    日 付 け で 御 提 出 い た だ き ま し た 計 画 提 案 に つ き ま

し て は 、 下 記 の 理 由 に よ り 採 用 す る こ と は 難 し い も の と 判 断 し て お り ま す 。 最 終 的
な 採 否 に つ き ま し て は 、 ⻄ 原 町 都 市 計 画 審 議 会 へ 諮 問 し た 上 で 決 定 い た し ま す が 、
提 案 者 か ら 御 意 見 が ご ざ い ま し た ら 、   年    月    日 ま で に 書 面 に て 御 提
出 く だ さ る よ う お 願 い い た し ま す 。  
 

記  
採 用 す る こ と が で き な い と 判 断 す る 理 由  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

担 当  
 



様 式 第 10 号 (第 11 条 関 係 ) 
 

年    月    日  
 

提 案 者            様  
⻄ 原 町 ⻑     印  
 

都 市 計 画 提 案 の 不 採 用 決 定 通 知 書 
年    月    日 付 け で 御 提 出 い た だ き ま し た 計 画 提 案 に つ き ま

し て 、⻄ 原 町 都 市 計 画 審 議 会 へ 諮 問 し 、そ の 採 否 を 慎 重 に 検 討 し て ま い り ま し た が 、
こ の 度 の 御 提 案 に 対 し て は 下 記 の 理 由 に よ り 採 用 す る こ と が で き な い も の と 決 定 し
ま し た の で 、 通 知 し ま す 。  

な お 、 今 後 と も 町 の 都 市 計 画 に 貴 重 な 御 意 見 、 御 提 案 を い た だ き ま す よ う お 願 い
申 し 上 げ ま す 。  
 

記  
採 用 す る こ と が で き な い と 決 定 し た 理 由  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

担 当 ：  


